
○公立大学法人福山市立大学固定資産貸付規程 

令和 3年 4月 1日 

公立大学法人福山市立大学規程第 51号 

(趣旨) 

第 1条 この規程は、公立大学法人福山市立大学固定資産管理規程(以下「管理規程」と

いう。)第 21条の規定に基づき、公立大学法人福山市立大学(以下「法人」という。)に

おける固定資産の貸付けに関し必要な事項を定め、固定資産の適正かつ効果的な運用を

図ることを目的とする。 

(貸付けることができる固定資産) 

第 2条 貸付けることができる固定資産は、土地、建物及び構築物とする。 

(貸付けの基準) 

第 3条 固定資産を、法人以外の者に一時的若しくは継続して貸付けることができるの

は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用

又は公益事業の用に供する場合 

(2) 法人の職員又は学生のために食堂、売店、自動販売機その他の福利厚生施設又は

利便に資する施設を設置する場合 

(3) 電気事業、水道事業、ガス事業、電気通信事業その他の公益施設の用に供する場

合 

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用

に供する場合 

(5) 法人の資産の貸付けが、公共性、公益性に反せず、社会的な見地から貸付けが妥

当と判断される事業の用に短期間供する場合 

(6) 前各号に定めるもののほか、理事長が特に必要と認める場合 

(貸付けとみなさない範囲) 

第 4条 固定資産の貸付けが、次の各号のいずれかに該当する場合は貸付けとみなさな

い。 

(1) 施設管理、警備、清掃等の業務を法人以外の者に委託した場合において、業務に

必要な施設を提供する場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、法人の業務のため、法人が当該施設を提供すると認め

られる場合 

(貸付けの手続等) 

第 5条 固定資産の貸付けを受けようとする者は、固定資産貸付申請書(様式 1。以下「申

請書」という。)を、固定資産の短期貸付(貸付期間が 1月未満の貸付をいう。以下同

じ。)を受けようとする者は、固定資産短期貸付申請書(様式 2。以下「短期申請書」と

いう。)を使用開始予定日の 30日前までに公立大学法人福山市立大学会計規程実施規程
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第 2条第 1項に規定する経理責任者(以下「経理責任者」という。)へ提出し、理事長の

許可を受けなければならない。 

2 理事長は、前項の申請を許可するときは、短期以外の貸付けにおいては固定資産貸付

許可書(様式 3。以下「許可書」という。)を、短期貸付においては固定資産短期貸付許

可書(様式 4。以下「短期許可書」という。)を申請者に交付するものとする。 

3 理事長は貸付けを許可するにあたって必要な条件を付す場合は、許可書又は短期許可

書に記載するものとする。 

(貸付期間) 

第 6条 貸付期間は、原則として、1年以内とする。ただし、電柱、水道管、ガス管の敷

設等恒久的な施設を設けるために使用する場合その他理事長が特別の理由があると認め

た場合は、この限りでない。 

2 前項の貸付期間は、必要に応じて更新することができる。 

3 短期貸付における貸付時間は、原則として午前 9時から午後 5時までとする。 

(使用料) 

第 7条 貸付けにあたって、貸付けの許可を受けた者(以下「使用者」という。)から別表

1又は別表 2に定める固定資産使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。 

2 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第 1項に規定する使用料を減額

し、又は免除することができる。 

(1) 福山市が公用又は公共用のために使用するときは、3割減額とする。 

(2) 法人の職員又は学生のために食堂、売店その他の福利厚生施設又は利便に資する

施設を設置するときは、免除とする。 

(3) 大学の後援団体及び同窓会が使用するときは、免除とする。 

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用

に供するときは、免除とする。 

(5) その他理事長が特に必要と認めるときは、減額又は免除とする。 

3 既納の使用料は返還しない。ただし、第 11条第 1号又は第 2号の規定により貸付けの

許可を変更したとき又は使用者の責めに帰することができない事由により貸付けの許可

を取り消したときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。 

(使用料の徴収方法) 

第 8条 使用料は次の各号に定めるところにより徴収する。 

(1) 短期貸付の場合は、許可をする際に、徴収する。 

(2) 使用料の額が月額で定められている場合は、1月分の使用料を毎月理事長の定める

ところにより徴収する。 

(3) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が法人の一事業年度

内にあるときは、その全額を使用開始の日までに徴収する。 
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(4) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が法人の二事業年度

以上にわたるときは、使用期間を法人の事業年度によって区分した期間をそれぞれ 1

期とし、その各々の期に係る使用料を使用開始の日に属する年度にあっては、その使

用開始の日までに、その他の期にあっては、その期の初日から 30日以内に徴収す

る。ただし、理事長において必要と認めるときは、使用期間に係る使用料を、使用開

始の日の属する年度において、一括徴収することができる。 

(光熱水費等の負担) 

第 9条 使用者は、前条に規定する使用料のほか、貸付許可を受けた資産(以下「許可資

産」という。)に付帯する電気、ガス、水道等の諸設備を使用する場合は、法人の算定

する光熱水費を負担しなければならない。 

2 第 7条第 2項各号のいずれかに該当するときは、前項の規定により負担すべき経費の

全部又は一部を負担させないことができる。 

(転貸禁止) 

第 10条 使用者は、貸付けの許可を受けた資産を第三者に転貸してはならない。 

(許可の変更又は取消し) 

第 11条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する時は、貸付の許可を変更又は取り消

すことができる。 

(1) 法人の業務に支障が生じることが明らかとなった場合 

(2) 災害その他不可抗力による事由により許可した施設の使用ができなくなった場合 

(3) 申請書、短期申請書の記載事項が事実に反する場合 

(4) 貸付許可の条件に対する違反が見出された場合 

(5) 許可資産の使用により、資産の本来の目的又は用途に支障を来すおそれがあると

認めた場合 

(6) その他理事長が特に許可の取消しが必要と認めるとき 

(使用者の義務) 

第 12条 使用者は、常に善良な使用者の注意をもって貸付許可を受けた固定資産(以下

「使用施設」という。)を使用しなければならない。 

2 使用者は、許可資産の使用中に生じた一切の事故について、その責めを負わなければ

ならない。 

3 使用者は、貸付期間終了後、速やかに使用施設を原状に回復のうえ、法人に返還しな

ければならない。 

4 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設、設備、備品等を毀損又は滅失したと

きは、経理責任者の指示に従い、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償し

なければならない。 
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(雑則) 

第 13条 この規程に定めるもののほか、固定資産の貸付けに必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規程の施行日の前日までに、福山市財産管理規則(昭和 41年福山市規則第 10号)

によりした許可については、この規程の定めるところにより許可したものとみなす。 

別表 1(第 7条関係) 

種別 使用料 

電気事業、水道事業、ガス事業又は電気通

信事業のために貸し付ける場合 

福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和 41年条例第 2

2号)の例により算出した額 

自動販売機 

別表 2(第 7条関係) 

キャンパス 種別 単位 使用料 冷暖房費 

(1時間当たり) 

港町キャンパス 大講義室 1時間 1,850円 620円 

中講義室 1時間 890円 540円 

小講義室 1時間 440円 200円 

アリーナ 1時間 4,000円  

 

食堂 1時間 1,380円  

 

東側駐車場 全区画 15,000 円  

 

(注 1)使用料には、消費税を含む。 

(注 2)アリーナの半面使用は、半額とする。 

(注 3)東側駐車場の半区画使用(収容台数約 40台)は、半額とする。 

(注 4)1時間未満の端数は、1時間として計算する。 

(注 5)施設利用を伴う駐車場の使用は、料金を徴収しない。 

(注 6)営利又は営業の目的で使用する場合は、200パーセントに相当する額を使用料の

額とする。(ただし、冷暖房費は除く。) 


